単　価　表（案）
　個人防護具の流通備蓄管理業務委託契約の契約単価を下記のとおり定める。なお、甲は備蓄する製品が変更となった場合も、下記単価を使用して算出した金額で支払いを行う。
記
１．各費用の単価
（１）調達に係る費用

	品名
	単価の
設定単位（※1）
	左記単位
当たり
税込単価（※1）
	左記のうち取引に係る消費税及び地方消費税の額（※2）

	サージカルマスク
	○枚当たり
	　　円
	　　円

	N95マスク
	○枚当たり
	　　円
	　　円

	アイソレーションガウン
	○枚当たり
	　　円
	　　円

	フェイスシールド
	○枚当たり
	　　円
	　　円

	非滅菌手袋
	○枚当たり
	　　円
	　　円


※１　税込単価欄が無限小数とならないように、設定単位を設定する。以下も同様とする。

※２　消費税法（昭和63年法律第108号）及び地方税法（昭和25年法律第226号）の規定により算出したもの。以下も同様とする。
（２）保管に係る費用

	品名
	単価の
設定単位（※1）
	左記単位
１月当たり
税込単価（※1）
	左記のうち取引に係る消費税及び地方消費税の額（※2）

	サージカルマスク
	○枚当たり
	　　円
	　　円

	N95マスク
	○枚当たり
	　　円
	　　円

	アイソレーションガウン
	○枚当たり
	　　円
	　　円

	フェイスシールド
	○枚当たり
	　　円
	　　円

	非滅菌手袋
	○枚当たり
	　　円
	　　円


　
（３）在庫管理に係る費用
	品名
	単価の
設定単位（※1）
	左記単位
１月当たり
税込単価（※1）
	左記のうち取引に係る消費税及び地方消費税の額（※2）

	サージカルマスク
	○枚当たり
	　　円
	　　円

	N95マスク
	○枚当たり
	　　円
	　　円

	アイソレーションガウン
	○枚当たり
	　　円
	　　円

	フェイスシールド
	○枚当たり
	　　円
	　　円

	非滅菌手袋
	○枚当たり
	　　円
	　　円


２．算出方法

（１）調達に係る費用の算出方法
１（１）の費用については、各品目の調達数量を「単価の設定単位」で除して得た数に、「左記単位当たり税込単価」を乗じて得た金額を全品目分合計した金額の１円未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
（２）保管に係る費用の算出方法
　　１（２）の費用については、各品目の備蓄数量を「単価の設定単位」で除した数に、「左記単位当たり税込単価」を乗じて得た金額を全品目分合計した金額の１円未満の端数を切り捨てて、１月あたりの各費用を算出するものとする。
　　また、１月に満たない日数が生じた場合は、各品目の備蓄数量を「単価の設定単位」で除した数に、「左記単位当たり税込単価」を乗じて得た金額を、当該月の実日数に基づき日割り計算し、その結果の金額を全品目分合計した金額の１円未満の端数を切り捨てて、当該日数分の費用を算出するものとする。
（３）在庫管理に係る費用の算出方法
１（３）の費用については、各品目の備蓄数量を「単価の設定単位」で除した数に、「左記単位当たり税込単価」を乗じて得た金額を全品目分合計した金額の１円未満の端数を切り捨てて、１月あたりの各費用を算出するものとする。

　　また、１月に満たない日数が生じた場合は、各品目の備蓄数量を「単価の設定単位」で除した数に、「左記単位当たり税込単価」を乗じて得た金額を、当該月の実日数に基づき日割り計算し、その結果の金額を全品目分合計した金額の１円未満の端数を切り捨てて、当該日数分の費用を算出するものとする。
別紙２








